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7月 定例会 (1)

開 催 同 時      令和元年 7月 18日 (木) ■3時 30分

!開 催 場 所      県庁行政棟「教育委員会室」

1開   会

2 前回会議録の承認

3報   告

(1)令和元年 6月 定例県議会のサ概要について

(2)第二期長崎県高校改革推進会議第 7国会議について

(a)令和 2年度公立高等学校進学希望状況調査 (第 1回)の結果につぃて

(4)令和 2年度長崎県公立小・中学校管理職員選考試験の実施について

(5)SNSを活用した相談事業 rス クールネット@伝えんば長崎」の開設について

(6)県立学校における携帯電話 。スマー トフオンの校内持込の指導方針について

(7)第 35期第 3回長崎県社会教育委員の会議結果について

(各課共通)

(県立学校改革推進室)

(県立学校改革推進室)

(義務教育課)

(児童生徒支援室)

(児童生徒支援室)

(生涯学習課)





令和元年6月定例県議会の概要について

1 日 程

会   期

一 般 質 閣

予算総播質疑

常任委員会

令和元年

令和元年

令和元年

令和元年

6月 17日 ～ 令和元年

6月 21日 ～ 令和元年

6月 27日

6月 28日

7月 10日

6月 25日

2.議 案 と 可決 出承認

・報告第 1号 知事専決事項報告 (予算議案)

「平成30年度長崎県∵般会計補正予算 (第 7号)」 のうち関係部分

・第80号議案 (条例議案)

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備等に関する条例のうち関係部分

,第 81号議案 (条例議案)

会計年度任用職員の報酬等に関する条例のうち関係部分

・第95号 (事件案件)財 産の処分について

3.一般質問における主な買疑事項 (報告事項 (1)資料 1～ 5頁 )

・高校生の離島留学制度について (外聞 雅広議員)

・スポーツ振興策について (山 口 初賞議員)

・ひきこもり対策について (松本 洋介議員)

・児童・生徒の登下校時の安全確保について (松本 洋介議員)

・島原半島の県立高校の現状と今後の方向性について (中村 一三議員)

・県立島原翔南高校について (中村 一三議員)

。公立夜間中学の設置に向けた取組について (宮本 法広議員)

・離島高校生らの文化及びスポーツ活動を支援する活動支援基金 (仮称)

の創設について (山 田 博司議員)

4.文教厚生委員会等における主な質疑事項 (報告事項 (1)資料6～ 20頁 )

件 名

概  要

報 告 事 項 (1)
各 誤 共 通
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報 告 事 項 (2)
県立学校改革推進室

概  要

件  名

1 開催日 令和元年 6月 5日 (水 )

2 会議内容
・報告書 (素案)

3 委員からの主な意見等

・ 政府の教育再生実行会議が打ち出した高校の普通科改革につい

て、先 日、報道されていた。本会議は今後 10年間を見越 した報

告書を出すが、政府の方針がはつきりとしていない中では、政府

方針 と報告書の整合性が取れないことにならないか。

・人 口が減っている今だからこそ、離島等については考えていかな
いといけない。離島留学については、成果があるので拡大しよう

とい う意見もあるが、受け入れ態勢 とい う課題 もある。課題につ

いては慎重に検討 しないといけないが、全体の方向性 としての整

理も必要ではないか。

・併設型中高一貫教育については、意欲が高い小学生が県立中学校
へ進学するので、地域の他の公立中学校に影響が出ることを心配

している。

。一般的に分か りにくい言葉 もあるので、注釈を付けるなどの工夫
が必要ではないか。

・学校規模の適正化については、本会議で提示された意見をバラン
スよく記載してほしい。

・半島部などでは学区外の高校に進学する生徒が多くなつてお りヽ
地元の公立高校の定員割れが起きている現状がある。今後少子化
が進む中、もう少 し地元の高校に進学 しやすいように、広域のス

クールバスの運行などの通学方法の検討や魅力ある高校づくりが

必要ではオFいか。

第二期長崎県菖校改革推進会議第7国会議について
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報 告 事 項 (3)
県立学校改革推進室

令和2年度公立高等学校進学希望状瀑調査 (第 1回)の結果について

1 調査目的

中学校卒業予定者の各公立高等学校別・学科別の進学希望状況を集約

し、中学校において適正な進路指導を図るための基礎資料を提供する。

2 調査日 令和元年 7月 1日 現在

3 調査対象者数  12: 266人 (昨年 7月 調査 12, 586人 )

県内中学校 3年生及び特別支援学校中学部 3年生

4 調査結果

(1)進学希望者数 12, 057人 (昨年 7月 調査 12, 376人 )

高等学校 (全 日制、定時制、通信制)、 高等専門学校、

特別支援学校高等部

(2)進学希望率    98.3%(昨 年 7月 調査 98,3%)

(3)県内公立高等学校への課程別進学希望倍率 〔進学希望者数/募集定員〕

全日制課程   1.03倍 〔 9,155人 / 8,920人 〕

(昨年 7月 調査 1.05倍 〔 9, 520人/ 9, 040人 〕)

定時制課程  0.17倍 〔    96人 /   560人 〕

(昨年 7月 調査0.19倍 〔   105人 /   560人 〕)

通信制課程  0.06倍 〔    35人 /   600人 〕

(昨年 7月 調査0.05倍 〔    28人 /   600人 〕)

(4)各公立高等学校 B学科別の進学希望状況

別添資料のとおり。

(5)その他

結果については、長崎県教育庁総務課

公立高校・県立中学校入学情報ホームページに掲載済み

(https:〃 vヽww.preinagasaki`jp′ bunrui′kanko中 kyOiku‐bunka′

sLochuko/schooもohOrshgakttbour)

件  名

概  要
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◎詳細データ

(1)進学希望倍率の高い学科 (上位 3学科)

(2)進学希望倍率の高い学校 (上位 3校 )

(3)進学希望倍率の高い普通科(コース含む)(上位 3学科)

※長崎東高等学校は、普通科 。国際科のくくり募集を実施。

◎その他

(1)別 添資料のうち、長崎東 。佐世保北・諌早高等学校の進学希望状況について

は、それぞれ併設する県立中学校以外からの進学希望者を対象とした数を示し

ています。

(2) 今後の進学希望状況調査の予定

①第 2回調査基辞日:10月 15日
②第 3回調査基準日:12月  1日

佐世保工業高等学校

長崎工業高等学校

長崎工業高等学校

長崎工業高等学校

高 校 名

機械科

情報技術科

機械科

建築科

学科名

2. 48倍

2. 48倍

2. 60倍

2. 80倍

R元.7月 倍率

(1. 884争 )

(2. 50倍 )

(3. 23倍 )

(1. 904争 )

H30。7月 倍率

長崎東高等学校

長崎商業高等学校

長嬌工業高等学校

高 校 名

1.57倍

1.68倍

1.72倍

R元 .7月 倍率

(1. 50倍 )

(1. 76倍 )

(1. 63倍 )

H30.7月 倍率

長崎北陽台高等学校

長崎東高等学校※

長崎西高等学校

高 校 名

普通科

普通科 。国際科

普通科。理系コース

学科 。コース名

1, 44倍

1.57倍

1. 80倍

R元.7月 倍率

(1. 49倍 )

(1. 50倍 )

(2. 35令争)

H30.7月 倍率

-4-



令和2年度公立高等学校進学希望状況田査 (第 1回 )の結果について(日査口:令和元年7月 1口 )

(公立金日制高等学校)
所管 :長崎県教育庁総務課

備考楓

隣設する屎立長囁票申早
険からの進学者を含む費

員は230(目瞭科の学区は

果全壊)

隣設する県立佐世保北中
学校からの進学者を含む
定員は240

らの進学
は230

唾島留学 (学区外 3人含

前年度 7月
調査時信率

1.50

1.08

2.35

1.18

1,54

1.49

1.15

1■ 8

1.26

1.43

0,13

1.14

0.95

1.43

1.26

0.64

1.22

0f58

0,88

0.64

0.45

0.48

0.38

0.83

0.43

0.58

0.53

0.34

0.96

0、77

0.53

0.24

0.20

進学希望倍率

1.57

1.23

1.80

1.35

1.32

H.44

1.13

1.15

1.42

1.22

0.18

0,75

0.38

1.42

1.24

0.5S

1.16

0.95

0.93

0.62

0.30

0,76

0.63

0,77

0.60

0.60

0,40

0.44

0.89

0,94

0.45

0.20

0.18

過不足

91

46

64

110

34

76

106

5

1ヽ1

36

50

52

-33

-30

-7

-5'

65

58

-36

36

-2

-2

32

■ 6

-28

-74

…19

-15

-34

…28

-16

-16

…60

…24

■ 5

-17

-10

-22

-32

-64

-33

進学希望者微

251

246

144

390

324

316

346

45

391

276

170

292

フ

150

33

183

227

298

44

2'6

38

38

352

74

12

86

61

25

86

92

24

24

140

16

35

14

150

18

168

16

7

定員

100

2∞

80

200

240

240

240

40

280

240

120

240

40

2∞

40

240

160

240

80

240

40

40

320

120

40

160

80

40

120

120

40

40

200

40

80

100

100

40

200

30

40

学科

普通 H国際

普通

*理系コース

学校計

普通

普通

普通

理数

学校計

普通

普通

普通

普通

普通

理数

学校計

普通

普通

普通

普通

数理探究

家政

学校計

普通

理数

学校計

普通

商業

学校計

普通

商業

国際文化交流

学校計

普通

普通

替通

普通

衛生看護

学校計

普通

普通

課程

全日制

全日制

全日制

全国制

金日観

全日常雪

全国組

全国制

全日制

全日制

全日制

全日割

全国制

全日制

全国観

全日制

全日制

全日鋼

全日組

金日制

全国制

全国翻

全国制

学校名

長崎東

長崎西

長崎南

長崎北

長崎北鴎台

佐世保南

佐世保北

佐世保西

字 久

島原

諌早

西 陵

諌阜東

大村

猶興館

松浦

対馬

豊玉

上対踊

壱岐

五島

五島南

奈留

学区

〔県 南)

県 南

県 南

県 南

県 甫

明詣 】ヒ

明匙 】ヒ

雪磁 ♯ヒ

県 北

島 原

県 央

県 央

果 央

県 央

県 北

県 北

対 馬

対 馬

対 馬

壱 岐

五 島

五 島

五 島

-1‐ ―
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令和2年度公立高等学校進学希望状況田査(第1回)の結果について(田査日:令和元年7月 1日 )

所管 :長崎県教育庁総務課(公立金日制高等学校 )

五 島

五 島

県 北

県 北

明た Jと

島 原

島 原

島 原

県 南

県 南

学区

西彼農業

北松農業

謙早農業

島原農業

中五島

上五島

北松西

波佐見

川棚

口加

1ヽ浜

園見

西彼杵

大崎

学校名

金日制

金日制

全日制

金自制

金口割

金自制

全日制

全日制

全日制

全日制

全日制

全国制

全口制

全日制

課程

食料サイエンス

生活デザイン

学校計

生物生産

食品流通

生活科学

学校計

農業科学

動物科学

環境制遣

農業上木

バイオ園芸

食品科学

生活科学

学校計

農業ビジネス

食晶サイエンス

生活創造

学校計

普通

普通

電気情報

学校計

替通

普通

商業

美衛・工芸

学校計

普通

生活総合

学校計

普通

*グローカルコース

福祉科

学校計

普通

総合ビジネス

学校計

普通

普通

普通

学科

40

40

“

40

40

40

120

40

40

40

40

40

40

40

280

40

40

40

120

40

120

40

160

40

60

40

20

120

80

40

120

54

40

26

120

40

40

m

120

80

80

定 員

44

14

53

23

19

23

65

34

72

29

8可

36

61

6刊

364

29

24

25

73

9

94

20

114

9

59

13

11

83

,1

25

96

66

34

15

115

31

4

35

26

25

進学希望者数

4

…26

-22

-17

-21

-17

-55

-6

32

-11

41

■

21

11

84

-11

-16

-15

-42

i31

-26

-20

-46

-31

…1

-27

-9

-37

-9

-15

-24

12

-6

…11

-5

-9

-36

-45

-94

-53

-59

過不足

1,10

0.35

0,38

0,48

0.58

0.88

1.80

0.73

2.03

0.90

1.53

1.23

0,73

0。60

0.63

0.23

0.78

0.50

0.23

0,98

0.33

0.55

0.89

0.63

1.22

0.35

0.58

0.78

0。 10

0.22

0,31

0.26

進学希望倍奉

1.23

0.53

0.65

0.50

0.50

1.15

1,98

0.3S

l.58

α70

1.65

1,25

040

O.75

0,83

0.25

1.07

0.38

0,30

0.68

0.65

1.04

025

0.50

0,85

0.28

0.31

0.36

0.48

前 年 霞 7月
調査時倍率

学科新設

学科新設

学科新設

備考欄
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(公立全自割萬等学校)

(第1回)の結果について(田査口:令和元年7月 1日 )

所管 :長崎県教育庁総務課

-3-

備考桐前年度 7月
調査時倍薄

3.23

0.85

1.28

0.78

2.50

1.90

0.60

1.88

1.38

0.88

0.90

1.28

2.08

1.28

1.33

0,∞

0.30

0.55

1.55

0,75

1.23

1.54

1.25

0.60

0.68

245

0.60

0.88

1.15

1.23

1,15

0.95

0.90

1.25

進学希望倍率

2.60

1.15

1.18

0.63

2.48

2.BO

O.90

2.00

2.43

0.75

1.03

1.23

1.88

1.28

1,35

0.83

0.55

0.40

1,43

0.50

1.33

1.38

1.10

0,85

1.03

2.05

0.53

0.68

095

1.03

1.28

0.98

1.00

1.08

過不足

G4

6

7

-13

59

,2

4

40

231

59

…10

1

9

33

11

103

14

-7

-18

…24

-35

17

-20

13

10

30

4

-6

呵

42

-19

-13

89

-4

2

11

9

-1

0

3

2

進学希望者数

104

46

47

27

99

112

36

80

5Sl

99

30

41

49

75

51

345

54

33

22

16

125

57

20

53

130

1刊 0

44

34

41

82

21

27

359

76

82

51

209

39

40

43

122

定員

40

40

40

40

40

40

40

40

320

40

40

40

40

40

40

240

40

40

40

40

160

40

40

40

120

80

40

40

40

40

40

40

320

30

80

40

2m

40

40

40

120

学科

機械

機械システム

電気

電子工学

情報技術

建築

工業化学

インテリア

学校計

機械

電子機械

電気

電子工学

建築

土木

学校計

機械

電気  |

電子工学

土木技術

学校計

機械システム

電気電子

建築技術

学校計

避様

機械システム

電気

電子工学

建築

建設工業

化学工学

学校計

会計ビジネス

情報マーケティング

国際コミュニケーシヨン

学校計

商業

情報処理

家敢

学校計

課程

全日制

全国制

金日制

全日制

全国制

金日制

全日編

学校名

長崎工業

佐世保工業

鹿町工業

島原工業

大村工業

佐世保商禁

島原商業

学区
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学 区

長崎商業

清峰

島原翔南

五島海陽

平 戸

大村城南

佐世保東翔

長崎明議

長崎鶴洋

壱岐商業

謙早商業

学校名

金自制

金日制

全国制

全国制

全日制

金日制

全日制

全日制

全国制

全日制

金日嶺

課程

情報国際ビジネス

総合

総合

総合

総合

総合

総合

総合

水産

総合

学校計

商業

情報処理

学校計

商業

情報

目際コミュニケーション

学校計

学科

240

160

30

80

40

160

120

1∞

80

30

160

80

40

可20

160

40

40

240

定 員

403

217

21

82

17

156

151

157

49

58

107

27

45

72

167

69

25

261

進学希望者斡

163

57

-59

2

…23

4

31

-3

-31

-22

-53

-58

5

報

7

29

-15

21

過不足

1.68

1.36

0.26

1,03

0.48

0。98

1.26

0,98

0.61

0.73

0.34

1.13

1.04

1,73

0.63

進学希望倍率

1.76

1.38

0,38

0,93

0.55

0.99

1.67

1.23

0.66

0.85

0.43

1.10

1.18

1.23

1.15

前年度 7月
調査時倍幸 備考標

令和2年度公立高等学校進学希望状況H奎 (第 1回)の結果について(■査口:令和元年7月 1日 )

所管 :長崎県教育庁総務課(公立全国制高等学校 )

※雄島留学への進学希望者数 (再掲)

(備考)

0調査対象 :長埼県内中学校及び特別支援学校中学部の3年生

O普通科のみ学区がありま萌。

O普通科内ヨースは外数表示です。

0学区欄の空白は県内全域を示します。また、長崎商業は市立高校です。

-4-

学 区

奈 留

五島南

五島

壱岐

対馬

学校名

金日組

金口胡

全国制

全国制

金日制

課程

イングリッシユ・アイランド・スクール

夢トライ

スポーツ

東アジア歴史 ,中国語

園朦文化交流

学科・ヨース名等

2

6

24

3

24

進学希望者数

2

4

3

3

左霊のうち
学区外希望者数

4

6

17

6

23

前年度
希望者数 備考欄
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令和2年度公立高等学校進学希望状況田金 (第1回)の結果について(調査日:令和元年7月 1日 )

…5-

備考襴

昼間部

昼間部

005

0,10

O.10

0.18

0.06

0,08

0.18

宙1年 度 7月
醐全時倍尊

0.23

0.03

0.30

0.10

0.85

0.28

0.13

0餌

0.05

0.38

0.13

0.75

0.08

0.10

0.15

0,∞

０

　

０

０

　

０

進学希望倍率

0,08

0飩

0.53

-3'

-36

-34

-40

-39

-37

-76

-37

過不足

“３７
『

・‐９

・９６
↓
　
立

…35

-10

…108

3

3

4

6

O

１

　

３

　

４

遠学希望者数

3

0

21

24

5

2

15

∞
　
６２

40

40

匈

ｍ

ｍ

40

０
　
櫛

40

40

lm

40

40

定員

40

40

40

120

普通

普通

替通

普通

建築

工業技術

学校計

工業技術

普通

孝エンカレッチヨース

商葉

*エンカレッシ
・コース

普通

学校計

学科

学校計

普通

商業

普通

定時制

定時制

定時制

定時制

″

　
　
″

定時制

定時制

″

″

″

″

″

定時制

課程

定時制

″

　

　

″

　

　

″

佐世保工葉

島原

諌早

大村

五島

長崎工業

学校名

鳴滝

″
　
　
″
　
　
″

佐世保中央

″

″

″

″

″

学 区

備考欄
前年度 7月
調査時借学

0.OS

Oμ

進学希望倍率

0.08

0.04

過不足

-27,

-238

進学希望者数

23

12300

定員

3ω

学科

普通

普通

課程

通信制

通信制

学校名

鳴滝

佐世保中央

学 区
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概  要

件 名

1 目 的

令和 2年度以降に任用する長崎県公立小・ 中学校及び義務教育学校の校長、

副校長及び教頭を選考する資料を得るために行 う。また、副校長については、

校長候補者名簿に登栽された者の中から登用する。

なお、教頭候補名簿に登栽された者の中から主幹教論 として登用することも

ある。

2 出願資格

O校 長  ・教頭経験を有 し、これに準ずる職も合わせて 3年以上の経験を有す

る者

O教 頭  ・差幹教講、指導教論、教論、養護教論、栄養教論、事務職員及び

学校栄養職員並びに市町教育萎員会事務局等に動務する者

・教職員 として 12年以上の経験を有する者

・ 41歳以上の者

3 選考試験

O校 長  。一次試験  論文      ・二次試験  面接

O教 頭  。一次試験  筆記試験、論文  ・二次試験  面接

4 期日 E場所

O一 次試験  令和元年 8月 3日 (土)長 崎県教育センター

O二 次試験  令和元年 10月 (予定)長 崎県庁

5

6 出

名簿登載予定数

出 願 者

区 分

83

287(12)

校 長

89

291(34)

教 頭

172

578(46)

計

31

30

29

28

年度

274(12)

282(14)

308(13)

350(16)

校  長

296(22)

351(31)

349(26)

375(17)

教  頭

570(34)

633(45)

057(39)

725(33)

計

令和 2年度長崎県公立小「中学校管理職員選考試験の実施について

報 告 事 項 (4)
義務教育課
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報 告 事 項 (5)

SXSを活用 した相議事業「スクールネッ ト@伝えんば長埼1の開設について

1.目 的

近年の中高生の LINEの利用率の増加を踏まえ、現在開設している電話・

メールによる相談窓口に加え、新たに SNSを活用した相談窓口を開設する

ことで、生徒が抱える悩みについて気軽に相談できる体制を整備しヽ悩み

の早期発見・早理解決を国る。

2.対象

県内の公私立中学生・高校生 約 7万 6千人

3.事業内容
いじめや不登校など県内の中高生が抱える悩みについて、LINE等 を通

じて投稿し、専門の知識をもつた相談事業者がその内容を確認する。

その後、報告を受けた県教育委員会が、相談内容に応じて学校や関係標

関と連携しながら、生徒が抱える悩みについて早期に対応する。

4,実施時期

令和元年 8月 9口 ～令和 2年 3月 81日 (24時間体制 )

※ 8月 9日 1こついて 1ま 、 13100-24.:00

5,周知方法

対象となる生徒全員に紹介カー ドを配付する。

げんき広場等の広報媒体を活用し周知を図る。

一
"

融勧∞的傘凹勝⑪

県立波佐見高等学校 3年 杉坂美理愛さんのデザイン

要

件  嘉
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R元年度 SNS等を活用した相談事業

『スクールネット@伝えんば長崎』

児童生徒支援室

一

義警蛉機摯轡静機

鐘

ｉ
ｐ
Ｎ
Ｉ

韓
SNS SNS

爺
武舎拶一>予尋|,卜 ,I

工ヽ鐘群雄奪、と機き
比総Ⅲ予ヴル等争
こ韓海ヽ

ア●蒋基ri競

ミ竜工とがでさ奉 ‡咽

24時間子機SOSダイヤル
(親子ホットライン)

◆事業概要
県内の中高生が気軽にアクセスし、相談しやす
い教育相談体制を整備する必要があり、生徒
が抱える悩みの早期発見・早期解決を図る。
●対象 :県内の中高生 (約76,000人程度)

報告
相談

等I基Ⅲ…Ⅲ

“
8゛ 'ヽ '・ヽ

‐
B章

r-1‐ |

専門の知確を
持つた有資権者
が、報告肉暮を
確B い

←

ヽ こ

すぐに対応してほしい場合は

電稲相餞窓口を案内

応

造協
■車、兄驚 H瞬等

とB説舛廊

機曹曇塁金

B固

一筆

うヨ際盤撻
一

峰

連携

報告

爺

SC・ SSW



Rl,7.18
児童生徒支援塞

SNS相談窓口「スクー)レネット◎伝えんば長電」
カードイメージ (案)

《表面》

《裏面_》

LINEの 友だち登録は、
使用不可

使用不可WEBへ のアク

右のQRコ ー ド

すぐに相談したい場合は、電話してね。

24時間子供90Sダイヤル (親子本ットライン)

(なやみ言おう)

0120-0-70310(24時間対応)

一

諷鶴∞わ傘期躙

「いじめられている」、「学校に行きたくない」など心配したり、悩んでい

ることについて、24時間いつでも口NEやWebで伝えることができます。

自分のことだけでなく、友達や周りのことも相談できます。

預かつた相談内容は、学校に届け、悩みの解決を図ります。

Web

相談の盗れ

翻 |日撥馨
あなたの日みに

脅りおti節.

最近、友違の元気
がなくて心琵…Ⅲ。

先生に、患つている
ことを伝えたい。
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概  要

件  名

1.経緯

O 本県の県立学校では、一部の高校 は1)や特別支援学校で下校時の保護

者送迎の連絡手段等を理由として持込を認めているものの、他の学校で

は、携帯電話・スマエ トフォンの校内への持込について、平成 14年の

学校教育課長通知等 は2)を もとに原則として禁上している。

① そうした中、昨年度、県高校長会公立部会、県高P連、県教頭・副校

長会、生徒指導主事会の4者 傑3)が携帯電話・スマー トフォンの取扱い

に関して協議を行い、以下のとおり確認事項がまとめられた。

携帯電話・スマー トフォンの校内持込を制限すると

④
⑤

学校は地域の実態や生徒の安全面を考慮し、保護者からの申請に

より校内持込を許可することができる。

校内持込の許可の条件は、地域の実態や学校の状況に応 じて学校

で定めるが、所持させる保護者一人下人の責任の大きさも認識する。

校内における携帯電話・スマー トフォンの使用は禁止する。

携帯電話・スマー トフォンの指導方針の変更は性急に進めること
|

なく、問題点や課題の解消を図るなど関係者で相談しながら進める。|

○ 上記の確認事項を踏まえて、児童生徒支援室でこれまでの考え方を

理して示し、その内容をもとに県高校長会長、県高P連会長から各県

学校の校長及びPTA会長に対して説明が行われた 儀4)。

①

②

　

③

2.今回示した「県立学校における携帯・スマー トフォンの検内持込の指
方針」についての考え方

① 校内への持込を原則として禁止するこれまでの県教育委員会の方針

変更はない。

② ただし、4者の協議で確認された事項に従い各学校 。PTAが 自校
あり方について検討を始めることは問題なく、その結果(指導方針が

更となることもありうる。なお、指導方針を変更した場合においても、

校内での使用は特段の事情がない限り原則として禁止する。

③ 検討を進めるにあたつては、マナー指導などの懸念される事項につセ

て学校のみの責任とならないように、児童生徒に携帯電話 ,スマー ト

ォンを所持させる保護者一人一人が大きな責任のあることを認識するこ

とが重要である。

④ 各学校の検討開始の有無や検討結果を県教育委員会に逐次報告する

要はないが、今後は他の調査と併せて各校の指導方針について年度当

等に確認する予定である。

I

県立学校における携帯電話・スマー トフォンの校肉持込の指導方針について

報 告 事 項 (6)
児童生徒支援室
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3。 今後の予定
○ 令和元年 7月 中に1文書にて各県立学校に対して上記内容を通知する

予定である。
* その際には、以下の内容も付記する予定としている。

① 指導方針を変更する場合はPTAと密に連携し、保護者にとつて

も主体的な変更となるよう十分に留意するとともに、変更した指尊

方針について明文化し、教職員・保護者・児童生徒が共通理解を図

れるように努めること。

② 指導方針の変更の有無に関わらず、全県立学校において、児童生

徒がネット上で他者を傷つけたり安易な発信によつて犯罪に巻き

込まれたりすることがないように、『 SNSノ ー ト・ながさき』等

を活用して情報モラル教育の充実に努めること。

③ 携帯電話・スマ~ト フォンの校内持込の指導方針については、今

回の検討の有無に関わらず、地域の実態その他学校を取り巻く環境

の変化も踏まえながら、必要に応じて検討を行うこと。

※1:現時点で児童生徒支援室が把握している高校について

全日制

西彼杵高校

定時制 。通信制

波佐見高校  平戸高校  〔計 3校〕

全校 〔定時制 10校・通信制 2校〕        |

※2:関係通知について

・平成 14年 3月 29日付け県教育庁学校教育課長通知
「携帯電話に関する指導について」

・平成 21年 1月 30日 付け文部科学省初等中等教育局長通知
「学校における携帯電話の取扱い等について」

※ 3 4者の正式名称にういて
。「県高校長会公立部会」=長崎県公立高等学校・特別支援学校長

会
。「県高P連」室 長崎県公立高等学校PTA連合会
。「教顕・副校長会」=長崎県高等学校及び特別支援学校教頭・副

校長会
。「生徒指導主事会」霊 長崎県高等学校及び特別支援学校 (高等部)

生徒指導主事会

※4:説明の行われた期日等について
。平成 31年 4月 15日 長崎県高等学校長協会春季総会

・令 和 元年 5月 30日 長崎県公立高等学校PTA連合会定期総会

概  要
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13教 学第 805号

平成 14年 3月 29日

各 県 立 学 校 長  様

長崎県教育庁学校教育課長

廣 田  勲

(公印省路)

携帯電話に関する指導について (通知 )

近年急激 な情報化 の進農 に伴 い,生徒 を取 り巻 く社会環境 は従来では予測 も

できなかつた状況公 と変化 してきてお ります。 と りわけ携帯電話 は身近 な情報

手段 として教則 に普及 し,所持 してい る生徒 も増 えてまい りま した。

携 帯電話 は,保護者 と生徒 が常に連絡 を取 りやすい等の利点がある反面,様
々な トラブル に巻 き込まれ る危険性があ り,全国的に生徒 が犯罪 の被害者 にな

る事件が相次いで報道 されてお ります。

本 県において も,同様 の事件 が発生 してい るこ とか ら,こ のよ うな状況を緊

要の課題 であると考 え,県教育委員会 として具体的な対応 を図ることと致 しま

した。

ついては,生徒の事件や事故 を未然 に防止す る観点か ら下記事項 に留意 し,

指導 の徹底 をお願 い します。

生徒への指導 について

(1)携 帯電話 の学校へ の持 ち込みは原則 として禁止す る。

(2)指 導 にあたつては各学校の状況 にあわせた対応 を図る とともに,定

期的に講話 を行 う等 ,そ の功罪 について継続的に指導 し,そ の徹底 を

図る。

(3)病 院や公共の乗 り物等 ,使用が禁止 されてい る ところでは電源 を切

るな どの携 帯電話 の使用 マケ ー を具体的 に示 して指導す る。 また ,

いたず らメール等によ り人権 を侵害す る場合があることを理解 させ ,

人権尊重の観点か らも指導す る。

2 保護者への対応について

(1)学校の指導方針について 日頃から理解 と協力を得るよう努める。

(2)家庭と学校が一体となつた取組を通して,生徒が犯罪に巻き込まれ

ることのないよう一層の連携充実を図る。

記

1
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20文科初第 1156号

平成 21年 1月 30日

各 都 道 府 県 教 育委 員 会 教 育 長

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長

各  都  道  府  県  知  事

各 指 定 都 市 長

附属学校を置く各国立大学法人学長

殿

文都科学省初等中等教育局長

金 森  越

|十11粋霧踵|

装||,1111'統 |

(印影印刷)

学校における携帯電話の取扱い等について (通知)

児童生徒の学校における携帯電話の取扱いに関する方針等については、「児童生徒

が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について (通宍瞬)」 (平成 20年

7月 25日付け20文科初第49号初等中等教育局長、スポーン・青少年局長通知)

により既に通知 したところですが、今般の 「学校における携帯電話等の取扱い等に

関する調査」(20初児生第 29号)の結果 (別添参照)を踏まえて、学校及び教育

委員会の取組の基本 とすべき事項を示 しましたので、貴職におかれては、下記の事

項に十分ご留意のと、関係都署、関係機関と連携 しつつ、学校における携帯電話の

取扱い、情報モラル教育の充実等について、これまでの施策や方針の検証 。見直し

を行 うなど、各地域の実情に応じて更なる取組の充実を図るようお願いします。

なお、都道府県・指定都市教育委員会にあつては所管の学校及び域内の市区町村

教育委員会等に対して、都道府県知事にあつては所轄の私立学校に対して、この趣

旨について周知を図るとともに、適切な対応がなされるようご指導をお願いします。
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記

1 学校における携帯電話の取扱いについて

学校及び教育委員会においては、学校における携帯電話の取扱いに関して、各

学校や地域の実態を踏まえた上で、次に示す指針に沿うて、基本的な指導方針を

定め、児童生徒及び保護者に用知するとともに、児童生徒へ指導を行つていくこ

と。

指導方針の作成及び実施に当たつては、あらかじめ児童生徒や保護者等に対し、

指導方針と併せて携帯電話の学校入の持込みの問題点について周知を行うなど、

学校の取組に対する理解を得つつ、協力体制を構築すること。

(1)小学校及び中学校

① 携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、

小・中学校においては、学校への児童生徒の携帯電話の持込みについては、

原則禁止とすべきであること。

② 携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合その他やむを得ない事情

も想定されることから、そのような場合には、保護者から学校長に対し、児

童生徒による携帯電話の学校への持込みの許可を申請させるなど、例外的に

持込みを認めることも考えられること。このような場合には、校内での使用

を禁止したり、登校後に学校で一時的に預かり下校時に返却したりするなど、

学校での教育活動に支障がないよう配慮すること。

(2)高等学校

① 携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、

授業中の生徒による携帯電話の使用を禁止したり、学校内での生徒による携

帯電話の使用を―律に禁止したりするなど、学校及び地域の実態を踏まえ、

学校での教育活動に支障が生じないよう校内における生徒の携帯電話の使用

を制限すべきであること。

② 学校が学校及び地域の実態を踏まえて生徒による携帯電話の学校への持込

みを禁止することも考えられること。

(3)教育委員会

教育委員会においては、各学校における携帯電話の取扱いが適切になされるよ

う、上記 (1)及び (2)に関する基本的指導方針を定めて学校に対して示すな

どして、所管の学校に対する指導を徹底すること。
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2 学校における情報モラル教育の取組について

学校への携帯電話の持込みの禁止や、使用禁上を行 うことだけでは、児童生徒

を rネ ット上のいじめ」やインターネント上の違法・有害情報から守ることはで

きないことから、このような情報化の影の部分への対応として、他人への影響を

考えて行動することや有害情報への対応などの情報モラルをしつかりと教えるこ

とが重要であること。

平成 21年 4月 から小・中学校で一部先行実施される学習指導要領においても、

総則において各教科等の指導の中で「情報モラルを身に付け」ることが現記され

ており、「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐるFロヨ題への取組の徹底について (通

知)」 (平成 20年 7月 25日 付け20文科初第 49号初等中等教育局長、|ス ポー

ツ・青少年局長通知)に示 した点にも留意して、よリー層情報モラル教育の充実

に取り組むこと。

「ネット上のいじめ」等に関する取組の徹底について

各学校及び教育委員会においては、上記の情報モラル教育の充実とともに、「い

じめの問題への取組の徹底について」 (平成 18年 10月 19日 付け 18文科初第

711号初等中等教育局長通知)を踏まえ、「ネット上のいじめ」を含むいじめ等

に対する取組の更なる徹底を進めていくこと。

その際、各学校等において、「『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・

事例集 (学校・教員向け)」 (平成 20年 11月 、文都科学省)なども活用するこ

と。

4 家庭や地域に対する働きかけについて

「ネット上のいじめ」等は学校外でも行われており、学校だけでなく、家庭や

地域における取組も重要である。携帯電話を児童生徒に持たせるかどうかについ

ては、まずは保護者がその利便性や危険性について十分に理解 した上で、各家庭

において必要性を判断するとともに、携帯電話を持たせる場合には、家庭で携帯

電話利用に関するルールづくりを行 うなど、児童生徒の利用の状況を把握し、学

校・家庭 `地域が連携 し、身近な大人が児童生徒を見守る体制づくりを行 う必要

があること。

学校・ 教育委員会等は、児童生徒を rネ ット上のいじめ」や犯罪被害から守る

ために、引き続き、保護者を始めとする関係者に対し、効果的な説明の機会を提

えて携帯電話等を通 じた有害情報の危険性や対応策についての啓発活動を積極的

に行い、家庭における携帯電話利用に関するルールづくりやフィルタリングの利

用促進に努めること。

3
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概  要

件  名

1.開催日  令和元年 6月 7口 (金)

21出席者 社会教育委員 12名 (久席4名 )

市町社会教育委員等 25名
生涯学習課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、

`

政策企画課、長寿社会課、地域づくり推進課、若者定着課

3.会次第

(1)開会

(2)長崎県及び市町社会教育委員との意見交換会

テーや「社会教育が進める地域づくり。まちづくり」

①協働部局事業説明

②意見交換

(3)開会

4.協議内容 (概要)

O県の社会教育委員と長崎県社会教育委員連絡協議会理事 (市町の社会

教育委員)等が、地域づくり、まちづくりをテーマに意見交換をおこ

なった。

○ 各委員からは、以下のような意見が出された。
・県の施策や事業を地域で理解し実践するには、伝えたい封象毎に分

かりやすい広報が重要である。
・多面的な分野での連携を進めるのが、私達社会教育に関わる者の役

割である。
・各地域で繁がつていく社会教育と学校教育が一緒に動ける環境づく

りを、行政に整えていただきたい。

第35期第 3回長崎県社会教育委員の会議結果について

報 告 事 項 (7)
生涯学習課
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